
 

 

 

 

 

 

第１回座間味村議会臨時会 
 

 

 

 

 

 

第１日目 
 

 

 

 

３月 2 9日 
 

 

 

  



― 3 ― 

平成31年第１回座間味村議会臨時会会議録 

招 集 年 月 日 平 成 3 1 年 ３ 月 2 9 日 

招 集 場 所 座 間 味 村 議 会 議 場 

開 閉 会 等 

日 時 宣 告 

開 会 平成31年３月29日 午前10時30分 議長宣言 

閉 会 平成31年３月29日 午前10時42分 議長宣言 

出 席 議 員 

 

（応   招） 

議 席 

番 号 
氏 名 

議 席 

番 号 
氏 名 

１ 番 宮 平 譲 治 ６ 番  

２ 番 宮 平 喜 文 ７ 番 中 村 秀 克 

３ 番 垣 花 太 郎   

５ 番 中 村   勇   

欠 席 議 員 

 

（不 応 招） 

議 席 

番 号 
氏 名 

議 席 

番 号 
氏 名 

６ 番 宮 平 清 志   

    

会 議 録 署 名 議 員 ３ 番 垣 花 太 郎 ５ 番 中 村   勇 

職務のため議場に出 

席した者 

事 務 局 長 中 村   茂 臨 時 書 記  

地方自治法第121条 

により説明のため議 

場に出席した者の職 

及び氏名 

村 長 宮 里   哲 教 育 課 長  

副 村 長 宮 平 真由美 総務・福祉課参事  

教 育 長    

総務・福祉課長 松 田   力   

産業振興課長 中 村   悟   

会 計 課 長    
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平成31年第１回座間味村議会臨時会議事日程（第１号） 

（平成31年３月29日午前10時30分開会） 

日 程 議案番号 件       名 

１ 

２ 

３ 

４ 

 

 

 

 

議案第 2 5号 

 

会議録署名議員の指名 

会期の決定 

提出議案の説明（議案第25号） 

工事請負契約について 
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○ 議長（中村秀克） 

 ただいまから平成３１年第１回座間味村議会臨時会を開会します。 

開 会（午前１０時３０分） 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりであります。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、３番 垣花太郎議員及び５番 中村 

勇議員を指名します。 

 日程第２．会期の決定の件を議題といたします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって本臨時会の会期は、本日１日限りに決定しました。 

 日程第３．議案第２５号 工事請負契約についての提出議案の説明を求めます。宮里 哲村長。 

○ 村長（宮里 哲） 

 おはようございます。きょうはよろしくお願いいたします。 

 

議案第２５号 

 

工事請負契約について 

 

 平成３０年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事について、次のように工事請負契約を締結したいので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 契約の目的 平成３０年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事 

２ 契約の方法 指名競争入札 

３ 契 約 金 額 １５４，１７０，０００円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額１１，４２０，０００円） 

４ 契約の相手方 那覇市鏡原町２７番１号 

（株）鏡原組 

代表取締役 新里 英正 

 

平成３１年３月２９日提出 

座間味村長 宮 里   哲  

 

提案理由 

 平成３０年度村道慶留間阿嘉線災害復旧工事の請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を必要とする。 

 これが、本議案を提出する理由である。 

 

 議案書の後ろに仮契約書、そしてお手元には位置図等含めて図面を添付させていただいておりますので、
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御参照ください。よろしくお願いいたします。 

○ 議長（中村秀克） 

 以上で提出議案の説明を終わります。 

 日程第４．議案第２５号 工事請負契約についてを議題といたします。 

 これから質疑を行います。２番 宮平喜文議員。 

○ ２番（宮平喜文議員） 

 おはようございます。この件は３月の定例議会でも、我々議員としても非常に気をもんでいると言うと大

げさですけれども、やはり一日も早い復旧を望んでいるわけですから、前回不調に終わったという経緯、そ

ういうものも全部執行部のほうからお聞きしました。そして３月１８日ごろ、また入札するという結果に基

づいての、きょうの議会だと思うのですけれども、私がと言うのはおかしいのですけれども、我々議員とし

て聞きたいのは結局何業者いて、それからこの工事がいつから始まって、いつで終わるかということが大体

の焦点だと思います。それでこれは去年の秋口の台風で、２週連続して来た台風の災害なのですけれども、

今の自然災害は必ずしも秋口とは限りません。ですから早い時期に来る可能性もあるので、できるだけ工事

も速やかに、早目にしていただきたいというのが阿嘉も含め、慶留間も含め、また我々、ある程度観光に従

事している人たちも生活の主要道路でありますし、その辺のことを、まず何業者いて、それからいつから始

まって、いつごろ終わる予定なのか。その２点をお聞きします。よろしくお願いします。 

○ 議長（中村秀克） 

 中村 悟産業振興課長。 

○ 産業振興課長（中村 悟） 

 お答えします。第１回目が６社を指名いたしまして、全社辞退。２回目が１０社を指名いたしまして、８

社辞退。２社により指名競争入札を行っております。工期に関しましては、先ほど村長からも説明がありま

した、裏のほうに契約書があります。工期は、この議会が済み次第速やかに執行し、６月２０日を竣工と考

えております。以上です。 

○ 議長（中村秀克） 

 ２番 宮平喜文議員。 

○ ２番（宮平喜文議員） 

 これは６月２０日から工事を始めるということでよろしいのですか。 

○ 議長（中村秀克） 

 中村 悟産業振興課長。 

○ 産業振興課長（中村 悟） 

 こちらにもあるように、議会の議決、または専決のあった翌日ですので、きょう議決していただけば、そ

れから執行という形になります。契約の成立が６月２０日となっております。 

○ 議長（中村秀克） 

 ２番 宮平喜文議員。 

○ ２番（宮平喜文議員） 

 わかりました。では、一日も早く進めるようにしてください。以上です。 

○ 議長（中村秀克） 

 ほかに質疑ありませんか。１番 宮平譲治議員。 

○ １番（宮平譲治議員） 

 この場所は、これまでに３度、４度、同じような災害に遭っている場所だと思うのですが、今後その辺の
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これまでの災害も踏まえて、それにも大丈夫なような設計になっているのかどうか、お聞きします。 

○ 議長（中村秀克） 

 中村 悟産業振興課長。 

○ 産業振興課長（中村 悟） 

 １２月１８日に災害指定を受けまして、この消波ブロックに関しましては現況の５トンを積む予定となっ

ております。しかし、この護岸が４メートルから６メートル、この２メートルの差というのは地中に２メー

トルを埋めるということで６メートルになっていますので、それで対応は可能かと考えております。 

○ 議長（中村秀克） 

 １番 宮平譲治議員。 

○ １番（宮平譲治議員） 

 わかりました。 

○ 議長（中村秀克） 

 暫時休憩します。 

休 憩 

再 開 

○ 議長（中村秀克） 

 再開します。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 ５番 中村 勇議員。 

○ ５番（中村 勇議員） 

 ちょっと教えてください。この平面図のほうを見ましたら、２５トンの消波ブロック添えつけが１９個。

また、下のほうには撤去添えつけとありますけれども、これは２７個。この内容を教えてくれませんか。 

○ 議長（中村秀克） 

 中村 悟産業振興課長。 

○ 産業振興課長（中村 悟） 

 これは多分資料２のことだと思います。２５トンブロックですので。まず、２５トン消波ブロック添えつ

け１９個、そして２５トン消波ブロック撤去添えつけ２７個あります。消波ブロック添えつけ１９個に関し

ましては、新規に製作して積みます。それから撤去添えつけというのは、今災害等で散乱したものを、また

元の位置に戻すということになっております。 

○ 議長（中村秀克） 

 ５番 中村 勇議員。 

○ ５番（中村 勇議員） 

 わかりました。ありがとうございます。 

○ 議長（中村秀克） 

 進行してよろしいですか。 

（「進行」と言う者あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 
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 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「討論なし」と言う者あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第２５号 工事請負契約についてを採決いたします。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

 異議なしと認めます。したがって議案第２５号 工事請負契約については、原案のとおり可決されました。 

 次に、村長より昨年６月定例会の答弁について訂正の申し入れがありましたので、これを許します。 

 宮里 哲村長。 

○ 村長（宮里 哲） 

 すみません。では、去年の６月定例会の一般質問の中で宮平譲治議員から質問のございました件でござい

ますが、キャンプ場の用地に置かれているトレーラーハウスの場所はどこの用地でしょうかという質問がご

ざいまして、それに対して我々執行部の総務・福祉課長のほうからは、県が実際にもうこう購入にして県の

土地になっている発言をしているということでございましたが、よくよく調べてみますと現時点でもそうで

すが、その時点ではまだ県は用地の買収はしておりませんので、民間の用地であるということでございます。

この点に関しまして、訂正をさせていただきたいと思います。しっかりとした回答ができず、大変申しわけ

ございませんでした。以上でございます。 

○ 議長（中村秀克） 

 これで本日の日程は、全部終了いたしました。 

 これで会議を閉じます。 

 これをもって平成３１年第１回座間味村議会臨時会を閉会いたします。 

閉 会（午前１０時４２分） 

 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

議  長  中 村 秀 克 

 

署名議員  垣 花 太 郎 

 

署名議員  中 村   勇 

 


